
高校・大学・大学院でのデジタル・アーキビストの養成 

～文化の創造・知的財産としてのデジタル・アーカイブズの教育～ 

後藤忠彦 

１．社会的な必要性 

 

 岐阜女子大学の「デジタル・アーキビストの養成」が文部科学省の現代 GP（現代の社会が必要とする

特色のある教育）として選定されたのは、知的財産権の領域である。この知的財産については、我が国

が現在、知的財産立国の実現に向けた国家戦略である。我が国を取り巻く環境の変化として、国も企業

も、現在と 80 年代までとでは、競争力の源泉が変化している。たとえば、知的財産戦略本部の「知的

財産推進計画 2005」（2005 年 6 月 10 日）では、知的財産戦略の理念として次のように示している。 

 

第一の変化は、 

世界経済の成長において、技術革新、イノベーションが果たす役割、重要性が増大している点である。

「知識経済」という言葉に象徴されるように、今日の経済活動において知識が生み出す付加価値の重要

性は、以前に比較べて格段に高まっている。・・・ 

 

第二の変化は、 

科学技術にとどまらず、コンテンツやブランドといった広い意味での知的財産が、国家の魅力を高めて

いることである。近年、我が国の映画、アニメ、ゲームソフトといったコンテンツは、世界で高い評価

を受けており、日本のイメージを「かっこいい日本」へと大きく変化させ始めている。また、食、ファ

ッション、地域ブランドといった我が国の独創性と伝統を組み合わせた日本ブランドは、世界の関心の

的となっている。既に、欧米、韓国、中国等の諸外国では、こうした分野の振興を国家戦略と位置づけ、

強力に施策を展開している。今や国家が魅力を競う時代となっている。 

 

としていて、また、この実現のためには、知的創造サイクルの活性化が重要であるとしている。 

知的創造サイクル  

保護 

創造 活用 

創作 知的財産権 
 

 

 

 

 

 

 

 たとえば、「・・・質の高い知的財産を生み出し、知的財産を拡大再生産し、知的財産の創造、保護、

活用の知的創造サイクルを生み出すことが重要である」として、さらに、「知的財産立国」を実現する

ためには、一部の人々の営みによって実現されるものではなく、・・・万人による知的財産の創造活動

が始まる流れによって実現されるものである。また、真の「知的財産立国」を実現するためには、創造、

保護、活用、そしてそれらの活動を支える卓越した人材の育成など、国民全体の参画が必要である。・・・」

としている。 



このような基本政策に対し、その具現化の１つとして、第 4 章では、「コンテンツをいかした文化創造

国家への取組」を報告している。その中のデジタル・アーキビストと関係のある事項を次に示す。 

 

知的財産推進計画２００５  

首相官邸ホームページより（２００５年６月１０日知的財産戦略本部）４章より 

― コンテンツをいかした文化創造国家への取組 － 

 我が国には、映画、音楽、ゲーム、アニメなどのエンターテインメント・コンテンツだけでなく、フ

ァッション、食、地域ブランド等の知的・文化的資産が大きな広がりを持って存在している。  

 こうした知的・文化的資産も含めたコンテンツは、「知的財産立国」の実現を目指している我が国に

とって重要な資産であり、これらの活性化を図ることにより、新しいビジネスチャンスの創出や海外市

場への展開が期待できる。  

 また、知的・文化的資産も含めたコンテンツの活性化は、我が国の多様で豊かな文化力の向上を促す

とともに、これらの海外に向けた発信を通じ、新しい時代にふさわしい「日本ブランド」の確立にも貢

献するなど、文化創造国家の大きな原動力として、積極的な取組が求められている。  

 今後は、コンテンツビジネスや、食、地域ブランド及びファッションなどのライフスタイルに加え、

観光や文化・外交分野での取組とも連携しながら、日本の魅力を戦略的に発信することにより、日本ブ

ランドを確立・強化することが必要である。 

 

・コンテンツビジネスを飛躍的に拡大する 

・ライブエンターテインメントを振興する 

（１） 業界の近代化・合理化を支援する  

（２） 集積化に向けた取組を奨励する 

（３） 観光との連携を進める 

（４） 実演家の活動環境を整備する 

・コンテンツのアーカイブ化に関する取組を奨励・支援する 

（１） コンテンツのアーカイブ化を促進する 

漫画やアニメ関係資料、写真の収集保存について、地域や民間等における取組に積極的に

協力する 

（文部科学省） 

（２） フィルムセンターの充実を図る 

 映像コンテンツ制作の環境整備を一層促進するため、フィルムセンターにおける映像コ

ンテンツの保存機能、普及や上映機能の充実を図る 

（文部科学省） 

（３） 放送番組センターの充実を図る 

 放送番組センターによる放送番組の収集・保存機能、展示機能等の充実を図る 

（総務省） 

（４） 文化遺産を公開し、活用する 

 文化遺産のオンライン構想を推進することにより、情報通信技術を活用して有形及び無

形の貴重な文化遺産を幅広く公開や活用ができるようにする 



（総務省、文部科学省） 

（５） 歴史的公文書を保存・公開し、活用する 

 デジタルアーカイブ化等を推進するとともに、貴重な歴史的公文書が幅広く保存・公開

され、国民が活用できるようにする 

（内閣府） 

（６） 地域におけるデジタルアーカイブの拡充やネットワークの利活用を推進する 

 地域における伝統・文化デジタルアーカイブの拡充やネットワークの利活用を推進する 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

（７） デジタル情報のアーカイブ化を促進する 

 散逸しやすい有用なデジタル情報のアーカイブ化や、その情報の利活用を促進する 

（総務省） 

（８） コンテンツ制作の現場スタッフの技術の保存を奨励・支援する 

 継承が困難となりつつある映画、アニメ等の現場スタッフの技術について、伝承・体系

的な保存に取り組む 

（文部科学省、経済産業省） 

（９） デジタルアーカイブ化のための研究開発を行う 

 教育、文化や芸術分野における知的資産の電子的な保存や活用など、デジタルアーカイ

ブ化に必要な研究開発を実施する。 

（文部科学省） 

このような社会的な必要性とくに国家戦略としての重要性から、知的財産の１つの課題、また、知的創

造サイクルを支える教育として、デジタル・アーキビストの養成は大学生や学芸員、図書館司書、公文

書館職員、企業関係者にとどまらなく、小・中・高生を教育する教師、高校生、大学生、さらに高度な

専門教育が必要な大学院生、生涯学習など広く文化創造活動をする者に、知的財産を位置づけた教育が

必要とされる。 

 
文化の基礎 
各専門の 
文化分野 

知的財産権・ 
プライバシー 

文化情報の収集・管理・

保護・活用・創造 

デジタル・ 
アーキビスト 

（実践力の高い人材）

博物館等 
・学芸員 
・公文書館職員 

図書館司書 
(メディアセンター等

職員関連) 

企業の情報資料の管

理・創作・流通・利用 

デジタル・アーカイブ等 
開発者 

教育関係者(教科等 
教育情報利用者) 

 (学校・生涯学習等) 

デジタル・アーカイブ 
コーディネータ等の指導 
文化情報の創作の利用 

などの支援者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．岐阜女子大学のデジタル・アーキビスト養成  
～文化創造と多様な人材への知的財産の教育～ 
 

デジタル・アーキビストの養成は、前述のように知的財産についての社会的な必要性を基本に置き、

本来、人々の文化創造活動をもとにした知的財産権の教育を考えるべきである。基本的には「知的財産

推進計画」でも示しているように、「知的財産立国」を実現するためには、 
『創造、保護、活用、そしてこれらの活動を支える卓越した人材の育成など、国民全体の参画が必要

である。』 
としていて、この視点で、多様な分野で文化活動をする広い意味での「デジタル・アーキビスト」から、

高度な専門性をもったデジタル・アーキビストとしての能力をもった専門家と併せ広く人材の育成が望

まれる。 
このため、岐阜女子大学では、高度な専門性をもつ実践力のある人材と併せ、知的財産国家をささえ、

これに参画する多様なデジタル・アーキビストとしての人材の育成を目的とした教育システムの検討を

進めてきた。 
 
大学・大学院教育でのデジタル・アーキビストの養成の内容 
岐阜女子大学のデジタル・アーカイブズの開発・保護・利用のカリキュラムの大きな枠組は、次の三

分野で構成される。 
 

文化の理解 

各専門とする文化

情報の記録 

・管理・利用 
創作活動 

法と倫理 

（知的財産と 
プライバシー） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一の領域は、文化の理解である。デジタル・アーカイブズの創造には、その基本として、各資料に

ついて文化的な価値判断をする能力が求められる。このために、デジタル・アーキビストは、自分の専

門とする文化分野についての理解が必要である。 
第二の領域は、情報の収集・記録・管理・利用さらに創作活動ができる多様な情報活用能力がデジタ

ル・アーキビストとして必要である。 
第三の領域は、デジタル・アーカイブ化に必要な法と倫理として著作権、商標法、特許法、意匠法、

実用新案法、個人情報、プライバシーなどの理解と対処能力が要求される。 
 
 
 



学生の学習上の課題 ～実践例をもとにした知的財産権・プライバシーの教育～ 
 これらの三つの領域が相互に関連した学習が必要である。とくに、知的財産権・プライバシー等はデ

ジタル・アーキビストとして活動をする各分野で必要となる。たとえば、文化財・文化活動のデジタル・

アーカイブ化での一つの手順としては、すでに報告している図のように、収集から創造、知的財産権、

プライバシー等の知識と実践能力が必要となる。 
 

 

現 
 

物 

 
デジタル･ア

ーカイブの

計画と調査 

各 種 資

料・文化活

動等の記

録 

デジタル

化 
二次情報 
情報化 

 
デジタル・ア

ーカイブズ

の整理・管理 
 
（マルチメ

ディア･デー

タベース等） 

新しい文化

活動・作品・

制作 

調査・利用 

情報・利用 

創作加工 

創作活動 

情報流通・提示 
 
 
（情報サービ

ス） 

知的財産権

を配慮し、現

物・状況を撮

影・記録 
(著作権等の

許可・願い) 

情報の分類（カテ

ゴリー化）索引語

など二次情報等

の情報化能力 
(知的財産検討の

メタ情報の記録) 

知的財産権等の

管理能力 
 
新しい情報管理

検索処理の利用 
(横断的検索等) メディアを用いた新しい

文化活動や文化情報を創

造する能力 
(著作人格権・同一性保持等

の許可) 

デジタル化計画 

情報の収集・評価 

文化活動 
文化財等 

（新しい創造・作品） 

（保護・管理） 

（文化の活用） 

 
このため、デジタル・アーキビストの知的財産権・プライバシー等の教育では、基礎的な学習と情報

の収集・記録・管理・流通・加工・創造等の各分野で必要な実践的学習をすべきである。 
そこで、大学でのデジタル・アーキビストの教育では「情報と人権」の授業で、情報の特性から人権

としての、著作権、商標権等、プライバシー、知的財産権を考察させている。これにより情報活用を人

権の視点で考え、活動できる人材の育成を進めている。 
これらの学習を基礎にして、情報の収集から創造までの各分野で、実践例に対応した教育を進めてい

る。 
著作権等の学習は、これらの経験の少ない学生にとって、実例・実践の具体例を用いて理解させる必

要があり、本学では、デジタル・アーカイブ化の各授業科目の中に位置づけた教育を展開している。 
 

大学(学部)と公開のカリキュラムの構成 

大学（学部）でのデジタル・アーキビストの養成のカリキュラムは三つの領域と相互に関連している

領域で次のように構成する。 
 
 



 
 

文化の理解 

情報の 
記録・管理･ 
利用 
創作活動 

法と倫理 

（知的財産と 
プライバシー） 

A デジタル・アーキビスト概論 

B 文化に関する基礎 
（選択科目） 

E 文化情報の利用 
（一部選択科目） 

C デジタル・アーカイブ開発 

D 文化情報の管理・流通・表現 

F デジタル・アーキビスト実習 

情報表現 情報と人権 

（情報管理と知的財産権の表示） 

（デジタル・アーカイブ化と知的財産権） 

（知的財産権とプライバシーの許可処理等） 

（知的財産権と創造活動） （情報のもつ知的財産権と人格権等） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デジタル・アーキビストの基礎 
デジタル・アーキビストとは何か、また、どのような学習をするのか、概論の学習“デジタル・アー

キビスト概論”を必修としている。 
また、さらに、知的財産権・情報・表現活動の基礎として、“情報と人権”と“情報の基礎”の授業

科目を履修する。（この二科目は、デジタル・アーキビストの教育的な基礎であり、資格科目とは、別

にする。） 
 
 



（Ａ）文化に関する基礎（選択） 
デジタル・アーカイブ化する内容は、多様な文化を基礎としていて、文化財・芸能・芸術・歴史か

ら生活・産業・教育など多様な文化分野がある。このため、各分野の専門性の基礎となる文化分野に

ついて選択学習する。（文化情報の収集・利用の基礎として位置づける。） 
（Ｂ）デジタル・アーカイブ開発 

デジタル・アーカイブ化に必要な文化に関する情報の処理、マルチメディアを用いた記録、デジタ

ル・アーカイブの構成などを情報処理関連科目の学習をもとに、履修する。 
（Ｃ）文化情報の管理・流通 

デジタル・アーカイブ化する資料の収集・記録・管理・流通にあたっての知的財産権・プライバシ

ー等の理解と許認可の対処理や処理方法等について履修する。 
（Ｄ）文化情報の利用 

デジタル・アーカイブを用いたプレゼンテーション、文化・芸術・産業・教育・生活・行政などで

の利用および新しい文化創造での利用と利用関連にかかわる知的財産権等の処理について履修する。 
（Ｅ）デジタル・アーキビスト実習 

デジタル・アーカイブの開発に必要なフィルムからハイビジョン、立体撮影、情報の管理・検索・

流通、シソーラス等メタ情報の構成、知的財産権・プライバシー、許認可処理など、デジタル・アー

キビストとしての実践力をつける。 
 

学部の文化情報コース(主専)のデジタル・アーキビストの授業科目 

岐阜女子大学文化創造学部文化情報コースでは、デジタル・アーキビスト養成関連の授業科目を学習

する基礎として、「情報と人権」および「情報表現」について履修する。 
「情報と人権」 

この科目では、情報の特性について考察し、情報と人権情報の取扱いの基礎を履修する。 
「情報表現」 

この科目では、新しい情報・文化の表現などの創造活動が、知的財産としてさらに知的財産権となる

ことを実体験活動を通じて考察する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



デジタル・アーキビストの履修科目（学部） 

 

 授業科目名 主な授業内容  単位 本学の科目名 

Ａ 

デジタル・ 

アーキビスト概論 

デジタル・ 

アーキビスト概論 

デジタル・アーキビストの学習内容、学習方法、仕事、活

動、責任などの概要を解説 
必修 2 

デジタル・ 

アーキビスト概論 

文化論分野 文化論、文化財、文化史、教育文化 選択 (各分野による) 

文化専門分野 
芸能、文学、書、観光文化、文化芸術、産業、教育、生

活、映像文化(TV・映画作品等)・・・ 
選択 (各分野による) 

Ｂ 

文化に関する基礎 

文化活動分野 博物館、図書館、視聴覚教育、生涯学習、教育情報 選択 

各分野 

2 単位以

上選択し、 

合計 

8 単位 (各分野による) 

文化情報処理 
デジタル・アーカイブズ作成に必要な情報処理、情報管

理システム・基礎 
必修 2 情報システムⅠ 

マルチメディア 
マルチメディア(映像・音声・文字等の撮影・入力・デジタ

ル化・記録整理) 
必修 2 マルチメディアⅠ 

Ｃ 

デジタル・ 

アーカイブ開発 

デジタル・アーカイブ デジタル・アーカイブ、バーチャル・ミュージアムの構成 必修 2 
デジタル・ 

アーカイブⅠ 

メディアと著作権 
コンテンツ収集・整理の知的財産、著作権、プライバシー

等の理解と処理 
必修 2 メディア論Ⅲ 

文化情報管理と流通 データベース、情報検索システム、情報管理と流通 必修 2 情報管理 

Ｄ 

文化情報の管理・ 

流通・表現 
文化情報システム 

記録項目の構成、情報のカテゴリー化、索引語(シソーラ

ス)、メタデータ(二次情報等)の作成 
必修 2 情報システムⅡ 

文化情報メディア 

（プレゼンテーション） 
プレゼンテーション、文化情報メディア、表現と知的財産 必修 2 文化情報メディアⅢ

デジタル・ 

アーカイブ利用 

デジタル・アーカイブ利用方法(文化・芸術、産業、教育、

生活等の活用) 
選択 2 (各分野による) Ｅ 

文化情報の利用 
文化創造活用 

（新しい文化活動 

での利用） 

新しい文化活動でのデジタル・アーカイブの活用(設置、

情報検索、文化創造のための処理) 
選択 2 (各分野による) 

マルチメディア演習 
撮影処理(ハイビジョン、デジカメ、フィルム、スキャナー等

の撮影・記録・処理) 
必修 2 

デジタル・アーカイ

ブⅡ 

情報記録検索演習 
データベース登録、情報管理・処理(映像、文字、音声、

楽譜等)、情報検索処理 
必修 2 

バーチャル・ミュー

ジアムⅠ 

Ｆ 

デジタル・ 

アーキビスト実習 
メタ情報処理演習 

（知的財産権、シソーラス） 

知的財産権等の処理、メタデータ(二次情報)、情報のカ

テゴリー化、索引語の選定作業 
必修 2 

バーチャル・ミュー

ジアムⅡ 

   合計 34 単位  

 
         

※授業内容は別に報告する。 
 
 
 
 
 
 



デジタル・アーキビスト授業科目の学習のプロセス 

 岐阜女子大学では文化情報コースを主専門または副専門（岐阜女子大学では指定された授業科目 30
単位以上を履修することで副専門として希望するコースを選択履修できる）として履修した場合の授業

科目は次のとおりである。なお、文化情報コースはデジタル・アーキビスト、学芸員、司書、教員等の

資格関連科目を一連の授業の中に位置づけている。

必修分野 デジタル・アーカイブ開発 文化情報の管理 文化情報の利用Ⅰ デジタル・アーキビスト実習 

１年次   情報と人権 ネットワークと情報表現 情報表現 

 デジタル・アーキビスト概論 情報システムⅠ    

  マルチメディアⅠ 情報管理   

      

  マルチメディアⅡ    

      

２年次  マルチメディアⅢ メディア論Ⅲ 文化情報メディアⅢ 

（プレゼンテーション） 

 

(メディアと著作権) 

   情報システムⅡ   

      

３年次  デジタル・アーカイブⅠ   デジタル・アーカイブⅡ 

      

基礎演習・応用演習   

      

４年次     バーチャル・ミュージアムⅠ 

     バーチャル・ミュージアムⅡ 

      

卒業論文   

 

＊実線で囲った科目は資格認定上の必修科目である。なお点線で囲んだ科目は資格上の必修科目ではないが、文化情報を主専門又は副専

門とするものには履修上必修科目として扱う。 

選択分野  文化に関する基礎 
      (文化論分野)２単位以上 

(文化専門分野)２単位以上 (文化活動分野) 

２単位以上 

文化情報の利用 
(デジタル・アーカイブ利用)２単位 

(文化創造活動)２単位 

１年次 メディア論Ⅰ*1 日本伝統芸能Ⅰ 図書館概論*3   

 日本文化史*2 書法研究 生涯学習概論*2*3   

 日本建築史*2 儀礼と民俗*2    

  観光文化論    

  美術史*2    

  中国書道史*2    

  人と民俗*2    

  文化人類学*2    

      

２年次 メディア論Ⅱ*1 日本伝統芸能Ⅱ 図書館資料論*3 文化情報メディアⅠ*1 情報検索概論*3 

 文化財学*2 近代遺産論  レファレンスサービス演習*3 図書館経営論*3 

 文化情報と社会   情報検索演習*3 文化情報メディアⅡ*1 

      

３年次  日本伝統芸能Ⅲ 博物館概論*2  図書館サービス概論*3 

   博物館資料論*2  

*1 の科目は文化情報を主専門とするものは履修上必修科目として扱う。副専門とするものも履修することが望ましい。 

博物館経営・情報論*2 

*2 の科目は学芸員対応科目  *3 の科目は司書対応科目 
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